
 

 

＜平成 30年 12月 4日より開始します＞ 

市立吹田市民病院では、医薬分業の推進を図るため、外来患者さまについては原則「院外

処方箋」とさせていただいておりますが、新病院への移転とともに、地域の保険薬局との

連携を強化し、外来患者さまにより安全で安心な医療を提供することを目的に、患者さま

の検査値の一部【検査情報】と【身体情報】を院外処方箋に掲載することに致しました。 

この検査情報や身体情報は、保険薬局において処方監査時や調剤時、服薬指導時の参考と

し、医薬品適正使用と副作用の防止及び早期発見の一助となることを目的としています。 

 

【院外処方箋】            （【検査情報】【身体情報】表示内容） 

 

  

  

 

院外処方箋中央および下部の点線部分を 

はさみで切り離し、左側の『処方箋』と 

『保険薬局への伝達事項』のみを保険薬 

局で渡してください。 

院内の院外処方箋FAXコーナーをご利用 

の患者さんは、担当者にお伝えください。 

また、医師への申し出により、次回以降 

表示を行わないことにすることができます。 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせは 

市立吹田市民病院 薬剤部 

TEL：06-6387-3311（代）（平日9:00～17:00） 

Fax：06-6380-3587 

院外処方箋の臨床検査値等の 

表示について 

 

 

 

拡大 

【検査情報】や【身体情報】を薬局に伝えたくない場合は・・・・ 

 

 
切り離し 

お薬による治療を安全に行

うためには【検査情報】【身

体情報】の確認は重要です。

保険薬局にお伝えいただく

ことを推奨します。 

 

検査の結果は、過去3ヶ月以内に測定された直近の値です 


